
平
成
二
十
四
年
四
月
十
七
日
受
領

答

弁

第

一

七

八

号

内
閣
衆
質
一
八
〇
第
一
七
八
号

平
成
二
十
四
年
四
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

野

田

佳

彦

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
河
野
太
郎
君
提
出
電
力
料
金
の
引
き
上
げ
を
求
め
る
前
に
東
京
電
力
が
取
る
べ
き
行
動
に
関
す
る
再
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
河
野
太
郎
君
提
出
電
力
料
金
の
引
き
上
げ
を
求
め
る
前
に
東
京
電
力
が
取
る
べ
き
行
動
に
関
す
る
再
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

東
京
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
東
京
電
力
」
と
い
う
。
）
に
よ
れ
ば
、
管
理
職
社
員
及
び
一
般
職
社
員
の
削
減
後
の
基
準

内
給
与
及
び
賞
与
の
合
計
は
、
年
間
平
均
で
約
五
百
七
十
万
円
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

東
京
電
力
及
び
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
政
府
が
平
成
二
十
四
年
二
月

十
三
日
に
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
認
定

し
た
東
京
電
力
の
特
別
事
業
計
画
（
以
下
「
認
定
特
別
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
四
年
春
を
め
ど
に

変
更
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
人
件
費
の
引
下
げ
も
含
め
て
更
に
徹
底

し
た
経
営
合
理
化
の
た
め
の
方
策
等
が
必
要
に
な
る
と
認
識
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

東
京
電
力
に
よ
れ
ば
、
東
京
電
力
は
、
平
成
二
十
二
年
度
末
時
点
で
、
二
十
九
の
福
利
厚
生
施
設
を
所
有
又
は
賃
借
し
て

一



お
り
、
こ
の
う
ち
、
一
般
か
ら
賃
借
し
て
い
る
物
件
二
件
、
変
電
所
が
併
設
さ
れ
て
お
り
売
却
で
き
な
い
物
件
二
件
、
本
社

に
附
属
し
て
お
り
単
独
で
売
却
が
で
き
な
い
物
件
一
件
、
福
島
県
内
の
警
戒
区
域
内
に
あ
っ
て
売
却
で
き
な
い
物
件
二
件
及

び
福
島
県
内
の
警
戒
区
域
内
の
事
務
所
の
代
替
事
務
所
と
し
て
転
用
し
て
い
る
物
件
一
件
に
つ
い
て
は
、
売
却
を
予
定
し
て

お
ら
ず
、
ま
た
、
残
り
二
十
一
施
設
の
売
却
予
定
額
は
合
計
で
約
百
四
十
億
円
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、

こ
れ
ら
二
十
一
施
設
に
つ
い
て
は
、
認
定
特
別
事
業
計
画
に
沿
っ
て
、
原
則
三
年
以
内
に
売
却
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
承
知

し
て
い
る
。

ま
た
、
東
京
電
力
に
よ
れ
ば
、
東
京
電
力
は
、
同
年
度
末
時
点
で
、
三
百
十
九
点
の
美
術
品
を
所
有
し
て
お
り
、
そ
の
簿

価
は
合
計
で
九
千
二
百
五
十
三
万
円
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
平
成
二
十
三
年
度
中
に
百
九
十
九
点
を
百
八
十
二
万
円
で
売

却
済
み
で
あ
り
、
残
り
に
つ
い
て
も
、
早
期
に
売
却
が
行
わ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

東
京
電
力
に
よ
れ
ば
、
東
京
電
力
は
、
株
主
総
会
に
お
け
る
取
締
役
の
選
任
後
に
取
締
役
会
を
開
催
し
て
各
取
締
役
の
年

間
の
報
酬
額
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
、
東
日
本
大
震
災
（
以
下
「
震
災
」
と
い
う
。
）
発
生
後
の
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十

八
日
の
株
主
総
会
に
お
い
て
選
任
さ
れ
た
取
締
役
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
開
催
さ
れ
た
取
締
役
会
に
お
い
て
、
代
表
取
締
役

二



の
報
酬
を
支
払
わ
な
い
こ
と
と
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
東
京
電
力
は
、
震
災
発
生
時
に
在
任
し
て
い
た
代
表
取
締

役
に
つ
い
て
は
、
そ
の
同
意
を
得
て
、
同
年
四
月
分
の
報
酬
を
、
平
成
十
九
年
六
月
二
十
六
日
の
株
主
総
会
の
後
に
開
催
さ

れ
た
取
締
役
会
に
お
い
て
定
め
た
代
表
取
締
役
の
報
酬
額
か
ら
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
減
額
し
た
額
に
よ
り
支
払
う
こ
と
と
す
る

と
と
も
に
、
平
成
二
十
三
年
五
月
及
び
六
月
分
の
報
酬
を
支
払
わ
な
い
こ
と
と
し
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
震

災
発
生
後
に
支
払
わ
れ
た
同
年
三
月
分
及
び
四
月
分
の
代
表
取
締
役
一
人
当
た
り
の
報
酬
額
を
算
定
す
る
と
約
六
百
三
十
八

万
円
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
四
年
四
月
三
日
内
閣
衆
質
一
八
〇
第
一
四
八
号
）
四
に

つ
い
て
で
は
、
代
表
取
締
役
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
「
東
日
本
大
震
災
・
・
・
の
発
生
後
に
お
い
て
報
酬
は
支
給
さ
れ
て
い

な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
震
災
発
生
後
の
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
八
日
の
株
主
総
会
に
お
い
て
選
任
さ
れ
た
取

締
役
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
開
催
さ
れ
た
取
締
役
会
に
お
い
て
、
代
表
取
締
役
の
報
酬
を
支
払
わ
な
い
こ
と
と
し
た
旨
、
東

京
電
力
か
ら
聞
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
仮
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
表
現
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
遺
憾
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
右
の
報
酬
と
は
別
に
、
震
災
発
生
後
に
東
京
電
力
か
ら
代
表
取
締
役
に
対
し
て
業
務
に
必
要
な
交
通
費
及
び
出
張

旅
費
が
支
払
わ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
「
金
品
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
金

三



額
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

東
京
電
力
に
よ
れ
ば
、
顧
問
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
時
点
で
二
十
六
人
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、

そ
の
後
の
退
任
等
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
時
点
で
十
一
人
と
な
り
、
そ
の
う
ち
有
給
の
顧
問
が
八
人
で
あ

り
、
無
給
の
顧
問
が
三
人
で
あ
っ
た
が
、
同
日
付
け
で
全
て
退
任
し
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
延
べ
人
数
は
二
十
九

人
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
降
、
有
給
の
顧
問
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
報
酬
額
の

合
計
は
約
一
億
五
千
六
百
万
円
で
あ
り
、
有
給
の
顧
問
の
在
職
月
数
の
総
数
を
用
い
て
一
人
当
た
り
の
報
酬
額
を
算
定
す
る

と
月
額
で
約
九
十
万
円
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
各
顧
問
に
お
い
て
は
、
経
営
に
係
る
専
門
的
な
知
識
や
経
験
に
基
づ
き
助
言
を
行
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
と

こ
ろ
、
各
顧
問
に
つ
い
て
、
�
氏
名
、
�
東
京
電
力
に
お
け
る
最
終
の
役
職
及
び
外
部
か
ら
の
出
身
者
の
場
合
は
出
身
省
庁

等
を
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

�
青
木
�

�
フ
ェ
ロ
ー

�
荒
木
浩

�
代
表
取
締
役
会
長

四



�
石
田
徹

�
経
済
産
業
省

�
榎
本
�
明

�
代
表
取
締
役
副
社
長

�
大
西
博
康

�
取
締
役

�
尾
崎
之
孝

�
常
務
取
締
役

�
片
倉
百
樹

�
執
行
役
員

�
加
納
時
男

�
代
表
取
締
役
副
社
長

�
川
島
毅

�
国
土
交
通
省

�
栗
本
英
雄

�
警
察
庁

�
近
藤
純
一

�
国
際
協
力
銀
行

�
清
水
正
孝

�
代
表
取
締
役
社
長

�
白
川
進

�
代
表
取
締
役
副
社
長
、
通
商
産
業
省
（
当
時
）

�
田
村
滋
美

�
代
表
取
締
役
会
長

�
築
舘
勝
利

�
監
査
役
会
会
長

五



�
津
田
�
喜

�
財
務
省

�
那
須
翔

�
代
表
取
締
役
会
長

�
服
部
拓
也

�
代
表
取
締
役
副
社
長

�
早
瀬
佑
一

�
代
表
取
締
役
副
社
長

�
藤
川
寛
之

�
建
設
省
（
当
時
）

�
伏
見
健
司

�
常
務
取
締
役

�
桝
本
晃
章

�
代
表
取
締
役
副
社
長

�
水
谷
克
己

�
常
務
取
締
役

�
南
�
哉

�
代
表
取
締
役
社
長

�
峰
松
昭
義

�
理
事

�
武
藤
栄

�
代
表
取
締
役
副
社
長

�
村
田
隆

�
監
査
役
会
会
長

�
谷
内
正
太
郎

�
外
務
省

六



�
吉
越
洋

�
フ
ェ
ロ
ー

六
に
つ
い
て

震
災
発
生
後
に
退
任
し
た
取
締
役
に
対
し
て
退
職
慰
労
金
は
支
払
わ
れ
て
い
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

な
お
、
東
京
電
力
及
び
機
構
は
、
平
成
二
十
四
年
春
を
め
ど
に
法
に
基
づ
き
認
定
特
別
事
業
計
画
の
変
更
の
申
請
を
行
う

こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
に
、
退
職
慰
労
金
の
請
求
権
の
放
棄
を
始
め
と
す
る
、
更
な
る
経
営
責
任
の
明
確
化
の
た
め

の
方
策
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

東
京
電
力
に
よ
れ
ば
、
東
京
電
力
が
平
成
二
十
三
年
度
末
時
点
で
所
有
し
て
い
る
不
動
産
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
度

末
時
点
の
連
結
上
の
簿
価
は
、
電
気
事
業
用
資
産
に
つ
い
て
約
七
千
三
百
四
十
一
億
円
、
非
電
気
事
業
用
資
産
に
つ
い
て
約

四
千
五
百
六
十
二
億
円
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
認
定
特
別
事
業
計
画
に
お
い
て
、
東
京
電
力
は
、
電
気
事
業
に
直
接
用
い
て
い
な
い
不
動
産
に
つ
い
て
、
用
途
等

に
よ
り
処
分
方
針
を
分
類
し
、
売
却
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
則
三
年
以
内
に
売
却
を
実
施
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。

七



八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
よ
う
な
事
実
は
な
い
。

八


